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別紙 1 

八王子市市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

 

八王子市議会会議規則（昭和43年八王子市議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 

改 正 後 改 正 前 

第６章 懲罰 （略） 第６章 懲罰 （略） 

第７章 協議又は調整を行うための場  

（協議又は調整を行うための場）  

第１６５条 法第１００条第１２項の規定による議

案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行

うための場（以下「協議等の場」という。）を別表

のとおり設ける。 

 

２ 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設

けようとするときは、議会の議決でこれを決定す

る。 

 

３ 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっ

ては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を

明らかにしなければならない。 

 

４ 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別

に定める。 

 

第８章 議員の派遣 第７章 議員の派遣 

  

（議員の派遣） （議員の派遣） 

第１６６条 法第１００条第１３項の規定により議

員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを

決定する。ただし、特に緊急を要する場合又は閉会

中にあっては、議長において議員の派遣を決定する

ことができる。 

第１６５条 法第１００条第１３項の規定により議

員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを

決定する。ただし、特に緊急を要する場合又は閉会

中にあっては、議長において議員の派遣を決定する

ことができる。 

２ 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当た

っては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を

明らかにしなければならない。 

２ 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当た

っては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項

を明らかにしなければならない。 

第９章 補則 第８章 補則 

  

（会議規則の疑義に対する措置） （会議規則の疑義に対する措置） 

第１６７条 この規則の疑義は、議長が決定する。た

だし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定

する。 

第１６６条 この規則の疑義は、議長が決定する。た

だし、議員から異議があるときは、会議に諮って決

定する。 



附 則 （略） 附 則 （略） 

別表（第１６５条関係）  

  

 

名称 目的 構成員 招集

権者 

議 会機能

向 上協議

会 

新たな課題に迅

速に対応するた

め、議会運営の

在り方につい

て、協議又は調

整を行う 

各会派

等から

選出さ

れた議

員 

協 議

委 員

長 

広 報広聴

協議会 

開かれた議会に

向けた広報広聴

の在り方につい

て、協議又は調

整を行う 

各会派

等から

選出さ

れた議

員 

協 議

委 員

長 

 

  

  
 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 



別紙２ 

 

提案理由 

本市議会では、これまで八王子市議会基本条例（以下「条例」という。）に基づき、市民に開かれた透明

性の高い議会運営を目指した議会改革の取組を実施し、２年ごとに検証を重ねてきた。 

コロナ禍を経て、議会を取り巻く社会情勢も大きく変化する中で、令和６年度は条例施行から１０年目を

迎え、積み残してきた課題についての一定の整理が必要であるとして、「今後の議会改革を推進するための

会議体」についての検討を実施した。 

その結果、議会が直面する様々な課題に対し、柔軟性とスピード感をもった対応が継続的に可能となる新

たな会議体として、「地方自治法第１００条第１２項に基づく協議又は調整を行うための場」として、目的

別に「議会機能向上協議会」及び「広報広聴協議会」を設置しようとするものである。 

さらなる議会の運営機能及び広報広聴機能の向上を目指し、常設する新たな会議体に関する規定を整備す

る、八王子市議会会議規則の一部改正を提案する。 


